
はじめに

岡山県医師会透析医部会ではホームページの中で，

災害時情報送信ページを日本透析医会本部のそれに近

い形式に変更し，2001年8月28日に兵庫県透析医

会と合同で県下全透析施設参加の第2回防災訓練を

実施したので報告する．

1 岡山県における透析医療の現況（2001年7月末

現在）

血液透析患者数は2年前と比較して，2,819人から

3,172人と353人の増加，CAPD患者数は325人か

ら326人と横ばい状態である．

患者数は県南部での増加が主で，東部ブロックは小・

中規模施設に散在型，西部ブロックは大規模施設に集

中型の傾向を示している（表1）（図1）．

以上から，合計1,828人の災害時受け入れが可能

であり，被災施設を差し引いても推定約1,000人の

受け入れが可能と思われる．

2 第2回防災訓練

岡山県東部ブロックの岡山市を中心とした地域で災

害規模を拡大して行うことにした．またCAPD患者

に関しては治療の性格上，関連企業の支援体制が充実・

徹底しており，阪神淡路大震災の例からも災害に強い

ことは実証されているので今回の訓練では除外した．

1） 訓練の要旨

① 全施設参加

② 情報伝達の徹底

③ 兵庫県透析医会との合同訓練

④ 県医師会・県行政・岡山市との連携

・給水車派遣要請

・透析関連企業に対する災害時救援物資運搬のた

めの車輌通行許可証発行要請

2） 災害の想定

① 平成13年（2001年）8月28日

PM3：00 大地震発生

② 震源地 岡山市 地下10km

③ 地震の規模 直下型 震度7 M7.5

④ 被害の内容

・市内各所で水道管破裂による断水

・停電

・主要道路の陥没と亀裂
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［危機管理対策］

＊岡山県医師会透析医部会 ＊＊兵庫県透析医会

表1 透析患者数と災害時受け入れ可能患者数

現行透析施設数・ベッド数・透析患者数

施設数 ベッド数 血液透析
患者数（人）

CAPD
（人）

北部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

計

8

29

23

60

147

502

652

1,301

440

1,147

1,585

3,172

44

185

97

326

災害時受け入れ可能患者数†

外 来（人） 入 院（人）

北部ブロック

東部ブロック

西部ブロック

計

130

562

860

1,552

22

139

115

276

†数字は，災害時割り込み透析（月・水・金 2部透析→3部
透析，火･木･土 1部透析→2部透析とし，移送患者には必
要な看護婦を随伴同行させるという条件）での最大数である．



・市内一部で火災

・一般回線電話，携帯電話，FAXが不通

・Eメール，災害時優先電話は使用可能

3） 訓練方法

岡山県医師会透析医部会災害対策本部では，岡山県

と隣接する広島県・島根県・鳥取県・兵庫県の4県

を含めて，震度5以上の地震に対して自動的に透析

医部会災害対策本部が立ち上げられて情報収集を開始

することになっている．

今回の訓練から，あらかじめ訓練の内容を設定し，

事前に全会員に通知して，定められた日時に一斉に情

報伝達を開始する「やらせ方式」で行うことにした．

すなわち，当面訓練そのものに慣れることが必要で

あり，繰り返し訓練を重ねることにより，様々な状況

に対して適確な情報伝達がスムーズに行えるよう，災

害対策委員会が施設毎に被災内容を設定し，その通り

に伝達を行うことにした．

災害時透析医療の維持と保全に関しては，次の 2

点が最重要項目となる．

① 破損した透析関連機器の修理と点検

② ライフライン，特に給水の確保

＊電気は2日以内に約90％以上が復旧する．

そこで初動期3日以内に，上記①②がクリアーで

きるかできないかにより，被災施設を次のように設定

した．
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図1 血液透析患者数による施設分布図
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図2 災害時情報送信ページ

図3 第2回防災訓練における災害情報ネットワーク



Ⅰ群：①②とも復旧見通しの立たない施設

Ⅰ群被災施設に指定された場合は，入院・外来を問

わず透析患者全員を他施設に，必要数の看護婦を随伴

同行させて移送する．

Ⅱ群：①は可能であるが水道の復旧見通しが立たず，

給水車派遣を要する施設

Ⅱ群被災施設に指定された場合は，給水車派遣を要

請する．

兵庫県透析医会には，Ⅰ群被災施設の患者を振り分

け，日本透析医会の本部 「災害時情報伝達ページ」

に表示して患者受け入れ要請を行う．さらに災害時優

先電話を用いて相互の連絡を取る．

4） 災害時情報送信ページ

今回の訓練に先立ち，情報送信ページを一新し，日

本透析医会本部のそれに近い設定に切り替えた．

情報内容を統一することにより，支部でも本部でも

同様に送信でき，混乱を避けて理解しやすくするため

である（図2）．

5） 第2回防災訓練手順

透析医部会を中心として訓練手順を以下の如く計画

した（図3）．

3 訓練結果

8月28日，PM3：00に県下全透析施設より一斉

に情報伝達が開始された．Eメール登録のされていな

い18施設に対しては，災害対策本部より災害時優先

電話を用いて被災状況の確認を行った．

移送患者の確認，患者振り分け作業，給水車派遣要

請を含めて，PM6：00に作業を終了した．

① 報告状況グラフ

約3時間ですべての作業を終了した（図4）．

② 被災施設集計

東部ブロックの岡山市地域22施設中，完全透析不

能状態のⅠ群は10施設，給水が確保できれば透析可

能状態のⅡ群は5施設で，残り7施設は被災なしで

あった（表2）．

③ 岡山県内受け入れ可能施設への患者振り分け

被災施設Ⅰ群Aグループ391人を振り分けた（表

3）．

④ 兵庫県透析医会受け入れ可能施設集計と患者振

り分け

兵庫県透析医会に対しては，被災施設Ⅰ群・Bグルー

プ302人の受け入れを要請した（表4）（表5）．
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※報告なしは現在透析ベッド数0の施設

図4 報告状況グラフ



4 防災訓練での問題点と今後の課題

1） 問題点と対策

① 事前の訓練通知内容が施設によって見落とされ

たり，徹底していなかったこと，および新しい送信方

式に不慣れであったことの2点である．

② 岡山県では各施設への災害時優先電話の設置を

推進する．

③ Eメールアドレス未登録施設に対して，今後岡

山県医師会透析医部会主催のパソコン講習会を開催し，

パソコンの設置とEメールアドレス登録を推進する．

④ 本部での被災患者の振り分け作業は，単純に数

合せで行ったが，実際に大災害が発生したときに，ど

のように対応するか困難が予想される．
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表2 被災施設集計

Ⅰ群 10施設

病 院 名 要移送患者数（人）

Aグループ 岡山中央奉還町病院

小林内科診療所

福島内科医院

木本内科医院

康愛クリニック

小 計

143

38

74

61

75

391

Bグループ 幸町記念病院

進藤内科腎クリニック

光生病院

笛木内科医院

岡村一心堂病院

小 計

160

20

28

61

33

302

合 計 693

Ⅱ群5施設

病 院 名 要移送患者数（人）

済生会病院

川崎病院

岡山中央病院

岡山協立病院

榊原病院

計

41

42

50

36

20

189

表3 被災施設と県内施設移送先

被災移送元施設名 被災人数 移送先施設名 移送患者数

岡山中央奉還町病院 143

小林クリニック

渡辺病院

赤磐郡医師会病院

北川病院

児島中央病院

50

20

20

20

33

福島内科医院 74
重井医学研究所附属病院

倉敷中央病院

50

24

康愛クリニック 75
しげい病院

玉野クリニック

50

25

木本内科 61
水島協同病院

西崎内科医院

21

40

小林内科診療所 38
杉本クリニック

菅病院

18

20

計 391 計 391



2） 兵庫県透析医会の合同訓練参加に関して

① 兵庫県透析医会における防災への取り組み

兵庫県透析医会は被災体験を持つ県の透析医会とし

て，災害時に有効な情報伝達のために継続して活動を

行ってきた．まず災害時情報伝達マニュアルを作成し，

基幹4施設を核とした電話，FAX連絡網を構築した．

また災害時の迅速な情報伝達と集約のために，コンピュー

タを用いた通信ネットワークが有用と考え，1996年

6月以来，ニフティでパソコン通信ネットワークを運

用し，1998年4月から会員用ホームページを開設，

2001年2月からは公式ホームページを公開している．

1998年4月以来，数回の電子メールによる情報伝達

訓練も実施した．さらに，神戸市医療情報防災無線ネッ

トワークに参加して透析医会系列グループを形成し，

事務局が兵庫県透析医会パソコン通信ネットワークと

神戸市医療情報防災無線ネットワークを繋ぐ体制とし

ている．

② 合同訓練への対応

岡山県医師会透析医部会から防災訓練への協力依頼

があり，兵庫県透析医会の幹事会などでの報告，パソ

コン通信ネットワークで周知，直前には会員用ホーム

ページと電子メールでも情報を伝達した．その結果，

防災訓練開始後，ただちに10施設から緊急透析受け

入れの書き込みがあり，岡山県からの302人の代替

透析が十分可能な体制となった．

3） 今後の課題

もし阪神大震災クラスの広域の被災があったとき，

被災県単独では対応しきれず，隣接府県との密接な協

力が不可欠である．そのため，防災訓練時にもこのよ

うな隣接県共同の協力が望ましく，よい前例ができた

ものと評価したい．しかし実際には，なかなか臨場感

のある一体化した訓練とはなりにくいのも事実であり，

より実効のある訓練体制の構築が課題と思われた．
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表4 兵庫県受け入れ施設と受け入れ患者数

施設名 受け入れ
患者数（人） （月水金・火木土）

仁成クリニック

原泌尿器科病院

住吉川病院

寺杣泌尿器科病院

尼崎永仁会病院

兵庫県医科大学

元町HDクリニック

石田内科クリニック

岩崎内科クリニック

兵庫県立西宮病院

40

40

100

15

40

20

50

32

15

4

（20・20）

（20・20）

（50・50）

（10・ 5）

（20・20）

（10・10）

（25・25）

（10・22）

（10・ 5）

（ 2・ 2）

計 356 （177・179）

表5 被災施設と兵庫県施設移送先

被災移送元施設名 被災人数 移送先施設名 移送患者数

幸町記念病院 160

住吉川病院

兵庫県立西宮病院

兵庫医科大学病院

仁成クリニック

岩崎内科クリニック

90

4

20

31

15

進藤内科腎クリニック 20 石田内科クリニック 20

光生病院 28 尼崎永仁会病院 28

笛木内科医院 61
元町HDクリニック

寺杣泌尿器科医院

50

11

岡村一心堂病院 33 原泌尿器科病院 33

計 302 計 302



5 考 案

岡山県医師会透析医部会は2000年8月2日，コン

ピュータによる危機管理システムを導入した．その目

的は，会員相互の平時における情報の伝達と交換，お

よび災害時の情報ネットワークである．

岡山方式（第2報）（本誌第15巻3号掲載）の特

徴はデータ管理であり，災害時必要となる施設と患者

の最新データを平時に収集しておくことにある．それ

は災害が起こってからのデータ収集は困難を極めるか

らである．

岡山県ではシステムを立ち上げて以来，すでに 2

度の防災訓練と2度の実際の地震への対応を行った．

結果は，いずれの場合も数時間以内に情報処理が可能

であった．

今回の全60施設参加の第2回防災訓練では，災害

規模を拡大し，隣接県である兵庫県透析医会との合同

訓練と，行政との連携まで視野にいれて行った．結果

としては，3時間ですべての情報処理を終了し得た．

このように短時間での処理が可能であったのは，災害

をイメージした「やらせ方式」であったことと，全施

設の献身的な協力があったからである．

現在までの各県支部の防災システムを見てみると，

災害が起こってからの情報集計と表示作業までで終了

している．あとは各施設や患者自身の判断にまかせる

ことになっているが，実践的ではない．今一歩踏み込

んで，誰かが患者の振り分け作業まで行わないと有事

の際混乱を生じる恐れがある，と同時に他県との連携

作業は不可能である．

岡山県では，災害対策本部を西崎内科医院に，副本

部を笛木内科医院と菅病院の2カ所に設置し，有事

に備えている．災害時情報は集中管理され，本部ない

し副本部が総司令部となって移送患者の振り分け作業

まで行っている．さらに，岡山大学医学部第三内科と

川崎医科大学腎臓内科学教室への救護班派遣要請およ

び岡山赤十字病院との連携支援体制にいたるまで，こ
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図5 災害時被災透析施設の給水車派遣の要請について（回答）



れまでの協議の結果整備されている．

次に，災害時情報送信ページに関して問題がある．

岡山県医師会透析医部会ホームページは一般の人が気

楽に閲覧できる部分と会員のみ使用できる部分にはっ

きりと分け，会員メニューと本部専用メニューはログ

イン認証（IDとパスワード）を必要としているため，

関係者以外は侵入できないようになっている．上記送

信ページは会員メニューの中にあるため，混乱した状

態のときにつきものの，いわゆる偽情報や，悪意の情

報がまぎれ込まないようガードされている．日本透析

医会の情報送信ページや，他県での場合においても今

後考慮する必要がある．

さて，災害においては行政との連携が最重要事項の

1つである．その行政と協議を行うためには，県医師

会の了承を得ることがルールとなっており，任意団体

の資格で交渉に行っても相手にされないのが通例であ

る．

そのために岡山県支部の組織結成に当たっては，一

早く岡山県医師会の理事会に対し部会としての登録を

申請し，承認されて岡山県医師会透析医部会という長
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図6 透析部会の取組に関する打ち合わせ会の開催案内

図7 給水車派遣に関する情報伝達経路の予想図



い名称となった．県医師会の肩書きを得たことによる

効果は抜群で，以後の行政との様々な協議が円滑に行

えるようになった．

特に給水車派遣の問題は，岡山県医師会会長名で岡

山県知事宛に要請書を提出し，岡山県・岡山市の協力

と支援を得ることができた．

今後の各県支部結成に当たっては，以上の事例を参

考にされたい．

行政との連携で必要となるのは次の３点である．

・給水車派遣要請

・透析関連企業への車輌通行許可証発行要請

・被災患者の移送手段

以下，この3点について説明をする．

① 給水車派遣要請

2001年1月10日，岡山県医師会会長名で岡山県

知事に給水車派遣に関する要請書を提出した．これに

対し県から図 5に示すような回答があった．これを

受けて，8月23日岡山市との打ち合わせ会を行った．
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図8 車輌通行許可証発行要請書

図9 車輌通行許可証発行要請書



岡山市は今後，市としての対応を内部で協議し，受け

付け窓口や命令系統の整備を行った上で，給水車派遣

に対して支援・協力することを約束した（図6）．

岡山県と岡山市の給水車派遣に関する支援と協力が

得られたことにより，今後他の市や町に対しては文書

で同様に支援・協力を取り付ける予定である（図 7）．

② 災害時車輌通行許可証発行要請

この件に関しては災害時，正式な書類（書式にはこ

だわらない）を所轄警察署に提出すれば発行するとい

うことで，以下の文書を作成し透析関連企業に手渡し

ておくことになった（図 8）．要請手続きを図 9に示

す．

② 被災患者の移送手段

阪神淡路大震災において，大半の被災患者は自力で

他施設や他県に脱出，避難して収容された．被災患者

の移動は原則的には患者自身が行うことになるが，ど

うしてもそれが不可能である場合は，やはり原則的に

は施設自体が移送手段を考えるべきである．そのため

には消防署，タクシー，バス会社，自衛隊，地域赤十

字病院等との対応を考慮しておく必要があり，今後の

課題でもある．

結 語

全国的に早期の各県透析医会支部の結成と危機管理

システムの構築が望まれているが，組織とシステムの

有効性は防災訓練をしてみないとわからない．岡山県

では防災訓練を繰り返し実践しながら，問題点を 1

つずつ解決し，透析患者の救急救命に努力する考えで

ある．今回の防災訓練に関しては，県内全透析施設の

防災責任者に多大の協力をいただいた．

県医師会担当理事 福岡英明先生をはじめ，兵庫県

透析医会 申 曽洙先生，行政の担当課各位に対しても

心から謝意を表する．
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